
変更契約年月日

契約業者

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工事概要

工期（自）

工期（至）

変更前の契約金額 172,590,000 円（税込み）

変更金額 1,716,000 円（税込み）

変更後の契約金額 174,306,000 円（税込み）

変更理由

沼田土建株式会社

群馬県沼田市西倉内５９３

本工事は、沼田維持修繕出張所管内の国道１７号名胡桃橋、大谷
沢橋、三丁橋において橋梁補修工事を行うものである。
名胡桃橋　　　　　　　　　　　　　　　　　大谷沢橋
・舗装工　　　　　 　 ６００㎡　　 　 ・洗堀対策工　　　　　３８㎡
・鋼桁工　　　　　　　　　　２箇所　　 　・仮設工　　　　　　　　１式
・排水施設工　　　　　　　１７４ｍ
・橋梁高欄工　　　　　　　１９５ｍ　　　 三丁橋
・ひび割れ補修工　　　　　３６４ｍ　　 　・舗装工　　　　　　２６０㎡
・断面修復工　　　　　　１０．３㎡　　　　・伸縮継手工　　　　　３３ｍ
・剥落防止対策工　　　　　２４８ 　　　・現場塗装工　　　　１００㎡
・現場塗装工　　　　　　　１４４㎡　　　　・仮設工　　　　　　　　１式
・構造物撤去工 　　　　　　　１式
・仮設工　 　　　　　　 　　１式

令和6年4月1日

令和6年12月26日

令和６年４月より適用する「土木工事工事積算要領及び基準の運用」等に係る取扱
いについて」（令和６年２月２８日付け国会公契第２９号、国官技第３７２号、国道国
技第１９８号、国北予第２２号）の通知による変更契約を行うものとする。

標準様式例６－２　（工事）

R５国道１７号名胡桃橋外橋梁補修工事

自）群馬県利根郡みなかみ町下津　至）群馬県利根郡みなかみ町永井

橋梁補修

（第１回）　契約変更の内容

令和6年7月1日


